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「医療政策モニタリング ニューズレター」（34号 2024.08.05）   

                                      日本医療総合研究所 医療動向モニタリング小委員会 

                                                                                             

 

   

新たな地域医療構想に向け「かかりつけ医機能報告制度」を創設 

 

2025年４月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されます。厚生労働省の「かかり 

つけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」は７月 19 日、制度の枠組みを取り

まとめました。 

毎年度、都道府県に報告を行う医療機関は、特定機能病院と歯科医療機関を除く、病院・

診療所です。報告する内容は「１号機能」と「２号機能」に大別され、１号機能を持つ医

療機関が２号機能の報告を行うことになります。対象医療機関による最初の報告は、2026

年１～３月となる予定です。 

 

   

「日常的な診療を総合的・継続的に行う機能」である１号機能の報告内容 

                                                                                               

報告内容は次の①～③の項目です。 

①「具体的な機能」と「報告事項」の院内掲示の有無 

②「かかりつけ医機能に関する研修修了者」と「総合診療専門医」の有無 

・今回、研修修了者や総合診療専門医の配置をかかりつけ医機能の要件とすることは 

 見送られましたが、施行５年後に改めて検討するとしています。 

③「17の診療領域」ごとに対応可能の有無 

・１次診療が行うことができる疾患（40疾患程度） 

・「医療に関する患者からの相談」に対応可能の有無 
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※17の診療領域：①皮膚・形成外科領域、②神経・脳血管領域、③精神科・神経 

 科領域、④眼領域、⑤耳鼻咽喉領域、⑥呼吸器領域、⑦消化器系領域、⑧肝・ 

胆道・膵臓領域、⑨循環器系領域、⑩腎・泌尿器系領域、⑪産科領域、⑫婦人 

科領域、⑬乳腺領域、⑭内分泌・代謝・栄養領域、⑮血液・免疫系領域、⑯筋・ 

骨格系及び外傷領域、⑰小児領域  

 

   

２号機能の報告内容は４つの機能―都道府県が公的に２号機能医療機関を確認・公表 

 

①第１の機能「通常の診療時間外の診療」 

（報告事項） 

1)自院または連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況（在宅当番医 

制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自院で 

の一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等）、連携して確保する 

場合は連携医療機関の名称 

2)自院における時間外対応加算１～４の届出状況・算定状況  

②第２の機能「入退院時の支援」 

（報告事項） 

1)自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医 

療機関の名称 

2)自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況 

3)自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況 

4)自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況 

5)特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹 

介を受けた外来患者数 

③第３の機能「在宅医療の提供」 

（報告事項） 

1)自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況、連携して確保する場 

合は連携医療機関の名称 

2)自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況 

3)自院における訪問看護指示料の算定状況 

4)自院における在宅看取りの実施状況 

④第４の機能「介護サービス等と連携した医療提供などの機能の有無」 

（報告事項） 

1)介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況（主治医意 

見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への参加、ケアマネと相談 

機会設定等） 

2)ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況 

3)介護保険施設等における医療の提供状況 

4)地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況 

5)ＡＣＰ（注:人生会議）の実施状況  
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都道府県が公表する内容 

 

①１号機能及び２号機能について医療機関から報告された事項 

・報告内容をもとに、医療機能情報提供制度を活用して住民向けに公表します。 

②２号機能の医療機関体制を確認した結果 

③地域に不足するかかりつけ医機能を明確にし、「地域の協議の場」（市町村単位の地域 

医療構想調整会議が想定される）で協議を行った結果 

 

   

厚労省が「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン（仮称）」を策定 

 

①地域性を踏まえた「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様なモデルを示します。 

   
 

   

「かかりつけ医機能に関する研修」について報告 

 

①厚労省は、座学研修（知識）と実地研修（経験）について、研修の実施団体からの申 

出に基づき報告対象となる研修を示します。研修項目は厚生労働科学研究班で検討し 

ます。 

②対象者は、地域で新たに開業を検討している勤務医と、地域の診療所や中小病院等で 

診療を行っている医師としています。 

③研修修了については、研修の実施団体において研修者が各研修の修了要件を満たした 

ことを確認します。地域の診療所等で一定期間以上の診療実績がある医師等について 

診療実績を考慮することが可能とされています。 

④座学研修（知識）の内容 

・座学研修（知識）の内容には、｢幅広い診療領域への対応に関する内容｣と｢地域連 

携･多職種連携等に関する内容｣が含まれます。 

  （例）●幅広い診療領域の対応に関する内容――頻度の高い疾患・症状への対応、高 

齢者の診療、医療ＤＸを活用した診療情報等の共有･確認、服薬管理等 など 

●地域連携・多職種連携等に関する内容――在宅医療の導入、初期救急の実施・ 
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協力、多職種連携・チームビルディング、介護保険・障害福祉制度の仕組み、 

障害者への合理的配慮や障害特性の理解 など 

⑤実地研修（経験）の内容 

・地域でかかりつけ医機能を確保するためには、在宅医療や幅広い診療領域の患者の 

診療の経験も重要であり、実地研修（経験）の内容には、在宅医療や幅広い診療領 

域の患者の診療が含まれます。 

 

   

かかりつけ医機能に関わる患者への説明が努力義務 

 

①対象医療機関は、２号機能の確保体制について、都道府県の公的な確認を受けた医療 

機関です。 

②対象患者は、「慢性疾患を有する高齢者等」で、概ね４か月以上「継続的な医療を要 

する患者」です。「説明が特に必要な場合で、患者やその家族から求めがあったとき」 

とされています。 

③説明の方法は、書面や電子メール、患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムの 

「患者サマリー」（外来医療記録）などを用いて説明します。 

 

   

今後の対応――2024年度の取り組み 

 

①省令・告示等の法令整備、かかりつけ医機能報告システム改修を行う 

②厚生労働科学研究班で医師の研修の詳細についての整理 

③「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン（仮称）」の作成 

・ガイドラインを踏まえて、都道府県が「協議の場」の設置などの準備を進める 

④地域の協議に資するデータブック（地域の医療機関に関するデータ等）の作成 

⑤地域の好事例集の作成 

⑥都道府県・市町村等に対する研修・説明会の実施。年内に実施し、2025年度以降も継 

続する 

⑦制度の普及・推進のための動画、ポスター等の作成 

≪かかりつけ医機能報告のスケジュール≫ 
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制度・運用の詳細は省令・告示等の法令整備に委ねられ、施行５年後に改めて検討 

 

①「研修修了者」等の配置を要件化し、都道府県が公的に確認した医療機関を「かかり 

つけ医機能」を持つ医療機関として国民・患者に公表される制度は、事実上、都道府 

県による「認定制」につながるのではないか。 

  

②外来医療体制が、➊かかりつけ医機能を持つ医療機関、❷紹介受診重点医療機関（外 

来機能報告制度：4月 1日現在、1018医療機関）、❸それ以外の医療機関に区別され、 

“外来版の地域医療構想”として再編・統合を促進するのではないか。 

  

③患者がまずは地域の「かかりつけ医機能」を持つ医療機関に受診しなければならない 

という制度・運用になると、患者はこれまで受診していた医療機関に直接かかれなく 

なるため、事実上、最初の受診先を事前に決めておく「登録制」につながるのではな 

いか。 

 

④患者と医師が１対１で対応する“かかりつけの関係”を確定させる狙いだが、１人の 

医師や１つの医療機関だけでなく、複数の医師や複数の医療機関が機能・特性に応じ 

て、互いに連携して“面”でかかりつけ医機能を支える仕組みを充実させることが必 

要です。 

 

（文責:医療動向モニタリング小委員会委員 寺尾正之) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


